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第   号 

令和 年 月 日 

           殿 

   税務署長        ○印  

酒類保存命令事項変更通知書 

 令和  年  月  日付   第    号酒類保存命令通知書により命令した事項のう

ち、下記「変更前」欄に記載の事項を「変更後」欄に記載のとおり、酒税法第 31条第２項の規

定により変更します。 

ついては、「変更後」欄に記載の酒類について、酒類の保存承認申請書を提出して承認を受け

た上で、酒類保存証書を令和  年  月  日までに提出してください。 

 

記 

命 令 事 項 変 更 前 変 更 後 

保存すべき酒類の価額 円 円 

担保される移出期間 
自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 

変更の理 

由及び変 

更金額の 

算出根基 

 

  記載要領 

    不服申立て等についての教示文を添付する。 


